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児童手当の申請・現況届について

ペットボトルの分別に、ご協力おねがいします

【支給対象】
　中学校卒業まで（１５歳の誕生日後の最初の３月３１日まで）の児童を養育している方
【支給額】

　　※ 児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律５，０００円を支
給します。

　　※ 「第３子以降」とは、高校卒業まで（１８歳の誕生日後の最初の３月３１日まで）の養育している児童の
うち、３番目以降をいいます。

【支給時期】
　原則として、毎年６月、１０月、２月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
　潮来市は１０日が支払日です。
【現況届】
　続けて手当を受ける場合、毎年６月に現況届が必要です（現況届は対象の世帯に６月中旬に郵送していま
す）。忘れずに提出してください。提出がない場合、６月分以降の児童手当が受けられなくなります。
【お問合せ】　子育て支援課　☎６３－１１１１　内線３８８

　分別のしかたを、もう一度ご確認ください。
　正しく分けることによって、リサイクルされて生まれ変わります！

【お問合せ】　施設管理センター　☎６４－５０５０

児童の年齢 児童手当の額（１人当たり月額）

３歳未満 一律１５，０００円

３歳以上小学校修了前 １０，０００円（第３子以降は１５，０００円）

中学生 一律１０，０００円

「ふた」と「ラベ
ル」は外して、黄色
の指定袋（プラス
チック・ビニール
用）へ

中を水で洗い、
きれいにします

緑色の指定袋（缶・
ビン・ペットボトル
用）へ
【缶・ビンも水洗い
して同じ袋へ】

プラスチック製品や
飲料ボトル、繊維製
品にリサイクルされ
ます。


